
国民年金保険料免除等の申請年金
だより 長崎北年金事務所　☎861-1354   長崎南年金事務所　☎825-8701　

健康保険課年金係　☎801-5821

　国民年金は、保険料を納付することが困難な場合、
保険料の免除や納付猶予の申請ができます。
　免除申請は、『申請者本人・申請者の配偶者・世帯
主』それぞれの前年中の所得に応じて審査されます。
承認期間は「７月～翌年６月」となっており、令和５年
度の申請は７月から可能です。また、過去の期間は、申
請日より２年１ケ月前までさかのぼって申請ができま
す。承認されると、老齢・障害基礎年金などの受給資
格期間へ算入されますので、未納期間がある方は、お
早めに手続きをしてください。

※失業、または災害（被害額が財産の1/2以上）に遭
われた方は、所得基準額以上に所得がある場合で
も、特例免除（失業などがあった日の前月分から
翌々年の６月分まで）を受けることができます。

※一部納付の承認を受けた期間は、一部納付保険料
を納めないと未納期間扱いになります。

※申請免除・納付猶予の承認を受けた場合でも、10
年以内であれば納めることができます（追納制
度）。ただし、承認を受けた年度末から２年を過ぎる
と当時の保険料に加算金がつきます。

問申・

●新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例措置は、令和４年度分までの申請をもって終了。
　ただし、過去期間（申請月の２年１ケ月前から令和５年６月まで）は引き続き申請可能です。
手続きに必要なもの
□年金手帳（基礎年金番号通知書）またはマイナンバーカード
□失業された方は、『雇用保険被保険者離職票（写し）』『雇用保険受給資格通知（写し）』『雇用保険受給
　資格者証（写し）』など （※共済組合に加入されていた方は『退職辞令書（写し）』など）
□災害に遭われた方は、『被災状況届』及び『罹災証明書（写し）』と、保険金などが支給される場合は『金額が確
認できる証明書（写し）』

マイナポータルから国民年金保険料 免除・納付猶予の電子申請ができます。　
※電子申請にはマイナポータルの「利用者登録」が必要です。
　詳しくは、日本年金機構ホームページ（ https://www.nenkin.go.jp/ ）でご確認ください。

消費者
注意報

ネット通販でのトラブル増加中、
注文は慎重に!

相談事例
○スマホ広告で「初回限定」「お試し価格〇〇円」
の格安商品を見つけ、初回お試しのつもりで化粧
品などを注文したところ、次々に商品が送られて
きて定期購入での契約と分かった。相手から解
約なら通常料金を支払ってもらうと高額料金を請
求された。

〇有名運動靴メーカーの公式サイトと思い、格安で
販売されていたジョギングシューズを注文した。
商品が届かず不審に思っていたところ、偽ブラン
ドの格安運動靴が送られてきた。メーカーに確認
したところ模倣サイトと分かった。

〇サイト広告で見つけた健康サプリを定期購入とし
て注文したが、届いた商品の成分表を見たら合
わないことが分かった。解約はできないと言われ、
開封済みとして返品にも応じてくれない。

注意すべきポイント
●「初回限定」「お試し」「格安」などの宣伝文句に
目を奪われがちです。「定期購入」「定期コース」
などの文字がないかサイト内をくまなく確認して
ください。また、有名メーカーをまねた、いわゆ
る模倣サイトが出回っており、格安商品には特に
注意が必要です。

●トラブル回避のため、広告画面、申込画面などス
クリーンショットで保存しておくとともに、相手に
電話、ファックス、メールなどをした記録を残し
ておきましょう。

●通信販売を行っている事業者はサイト上に「特定
商取引法に基づく表示」として事業者の所在地や
連絡先などを明記してあることが多いです。相手
の事もよく調べた上で注文するようにしましょう。

長与町消費生活相談窓口（☎883－1111）長崎県消費生活センター（☎824－0999）問

☆ネットショッピングは「通信販売」にあたり、クーリング・オフの対象外です !
困ったときは、長与町消費生活相談窓口または長崎県消費生活センターに相談してください。

　スマホの普及により、いつでもどこでも利用できるネット通販の利用者は増え続けています。その手軽さから広
告表示をよく確認しないまま安易に注文し、トラブルになるケースが後を絶ちません。注文 ボタンをクリックする
前にいま一度の確認が大切です。
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■指定集積場所：斉藤郷西側埋立地、高田郷道の尾グラウンド
　指定場所に運搬できない場合は、自治会長および消防団に事前に連絡をして、責任をもって運搬・処理してください。
■日時：８月15日㊋　18時～21時（時間厳守）までに指定場所へ運搬してください。
■注意事項
　・こも包みの中に缶詰・ビンなどの不燃物は入れないようにしてください。
　・精霊船を車両で運搬する場合は、灯ろう、線香の火は消してください。
　・花火・爆竹などは、人家近くや人の集まる場所ではしないでください。
　・集積場所の広さに限度があるため、精霊船の小型化にご協力ください。
　・環境負荷の大きいビニール、プラスチック類の使用はできるだけ控えてください。
　・LED、電球などの不燃物は回収できませんので、集積所で取り外してください。

８月15日㊋の精霊流しの際は、
18時から21時までに指定集積場所へ運搬してください。（時間厳守）

問 住民環境課環境係　☎801-5824
時津警察署　☎881-0110

環　境

STOP！ DV・児童虐待

くらし

精霊船の長さが２ｍ以上のものは道路使用許可の申請が必要です 道路使用許可証の交付および説明会を開催します

時津警察署
 受付 ９時～正午、13時～16時（土日祝日を除く）
７月３日㊊～31日㊊まで　
精霊船を道路上で制作または一時保管する場合
は時津警察署へ別途「道路使用許可申請書」の提
出が必要です。（ 　 １件につき2,400円）
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〆
他

料

８月10日㊍　(1)10時～　(2)13時30分～
（約１時間程度）
(1)長与町民　(2)時津町民
感染症対策として密を避けるため対象を分けて
いますが、都合の良い日に参加して構いません。
時津警察署

時

対

所

紙類（段ボール、新聞紙・チラシ、雑誌・ざつがみ）は
種類ごとに回収しています 問 住民環境課環境係　☎801-5824

　すでに回収した種類のものを後から出されると、回収できず、後出しとして残されてしまう可能性がありますので、ご注意く
ださい。

ごみの回収時間は当日
の天候やごみの量など
により前後することがあ
ります。紙類に限らず、ご
みステーションへ出す

ごみは必ず朝８時ま
でに出しましょう。

（例）各ステーションの
　    「段ボール」だけを回収 → 「新聞紙・チラシ」だけを回収 → 「雑誌・ざつがみ」だけを回収

この時に「段ボール」を出してしまうと、既に回収済みのため、回収できず残されてしまいます

紙類の回収の流れ ※地区によって回収する順番は異なります。

　DVのお悩み、ひとりで抱えていませんか？相談
してみることで、ひとりでは気づかなかった解決方
法が見つかるかもしれません。あなたの大切な人
が悩んでいたら、ひとりで悩まないで相談窓口が
あることを教えてあげてください。 0120-279-889

つ な ぐ は や く電  話
24時間受付

電　話 メール チャット

※外国語相談（SNS相談）にも対応
対応言語
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タガロ
グ語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、ネパール語

検　索DV相談プラス
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